
太 宰 府 市 低 入 札 価 格 調 査 実 施 及 び 最 低 制 限 価 格 設 定 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 太 宰 府 市 が 競 争 入 札 に よ り 工 事 等 の 請 負 契 約 を 締 結 し よ う

と す る 場 合 に お い て 、地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ）第 167 条 の

10 第 1 項 （ 同 令 第 167 条 の 13 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 基 づ き 行 う 調

査 （ 以 下 「 低 入 札 価 格 調 査 」 と い う 。） の 実 施 及 び 同 条 第 2 項 に 基 づ き 最 低 制

限 価 格 を 設 け る 場 合 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 対 象 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る 低 入 札 価 格 調 査 に つ い て は 、設 計 金 額 が 1 億 5 千 万 円

以 上 の 工 事 等 の 請 負 契 約 に 係 る 入 札 に 適 用 す る も の と す る 。  

（ 調 査 基 準 価 格 の 算 定 方 法 等 ）  

第 ３ 条  低 入 札 価 格 調 査 実 施 の 基 準 と な る 価 格 （ 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。）

は 、 予 定 価 格 算 出 の 基 礎 と な っ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 の 合 計 額 に 100 分 の 110

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。た だ し そ の 額 が 予 定 価 格 に 10 分 の 9.2 を 乗 じ て 得 た 額

を 超 え る 場 合 に あ っ て は 10 分 の 9.2 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 予 定 価 格 に 10 分 の

7.5 を 乗 じ て 得 た 額 に 満 た な い 場 合 に あ っ て は 10 分 の 7.5 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

（ １ ）  直 接 工 事 費 の 額 に 10 分 の 9.7 を 乗 じ て 得 た 額  

（ ２ ）  共 通 仮 設 費 の 額 に 10 分 の 9 を 乗 じ て 得 た 額  

（ ３ ）  現 場 管 理 費 の 額 に 10 分 の 9 を 乗 じ て 得 た 額  

（ ４ ）  一 般 管 理 費 等 の 額 に 10 分 の 6.8 を 乗 じ て 得 た 額  

２  特 別 な も の に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 予 定 価 格 の 10 分 の 7.5

か ら 10 分 の 9.2 ま で の 範 囲 内 で 適 宜 定 め る も の と す る 。  

３  調 査 基 準 価 格 を 定 め た 場 合 は 、 入 札 公 告 又 は 入 札 を 通 知 す る 書 面 に そ の 旨 を

記 載 す る も の と す る 。  

（ 最 低 制 限 価 格 の 設 定 方 法 ）  

第 ３ 条 の ２  最 低 制 限 価 格 を 設 け る 場 合 は 、 太 宰 府 市 契 約 規 則 （ 平 成 10 年 規 則

第 9 号 ）第 9 条 に よ り 決 定 し た 予 定 価 格 の 100 分 の 90 か ら 100 分 の 70 ま で の

範 囲 内 に お い て 定 め な け れ ば な ら な い 。  



（ 入 札 参 加 者 へ の 周 知 ）  

第 ４ 条  契 約 担 当 者 は 、 こ の 要 領 の 対 象 と な る 入 札 を 行 う と き は 、 入 札 に 参 加 し

よ う と す る 者 に 対 し 、 低 入 札 価 格 調 査 及 び 最 低 制 限 価 格 の 設 定 に つ い て 周 知 を

図 る も の と す る 。  

（ 落 札 者 決 定 の 保 留 ）  

第 ５ 条  入 札 執 行 者 は 、 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 額 の 入 札 が あ っ た と き は 、 落 札

者 の 決 定 を 保 留 し 、落 札 者 を 後 日 決 定 す る 旨 を 告 げ て 入 札 を 終 了 す る も の と す る 。 

（ 価 格 失 格 判 定 基 準 額 ）  

第 ６ 条  工 事 の 契 約 に お い て 調 査 基 準 価 格 を 下 回 る 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 そ の

予 定 価 格 の 算 出 の 基 礎 と な っ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 の 合 計 額（ 以 下 、「 失 格 判 定 基

準 額 」 と い う 。） を 下 回 る 入 札 を 行 っ た 者 は 失 格 と す る 。  

（ １ ）  直 接 工 事 費 の 額 に 10 分 の 7.5 を 乗 じ て 得 た 額  

（ ２ ）  共 通 仮 設 費 の 額 に 10 分 の 7 を 乗 じ て 得 た 額  

（ ３ ）  現 場 管 理 費 の 額 に 10 分 の 7 を 乗 じ て 得 た 額  

（ ４ ）  一 般 管 理 費 の 額 に 10 分 の 3 を 乗 じ て 得 た 額  

（ 最 低 制 限 価 格 に よ る 失 格 ）  

第 ６ 条 の ２  工 事 の 契 約 に お い て 、 最 低 制 限 価 格 を 設 け た 場 合 は 、 最 低 制 限 価 格

を 下 回 る 入 札 を 行 っ た 者 は 失 格 と す る 。  

（ 調 査 事 項 ）  

第 ７ 条  入 札 執 行 者 は 、 最 低 価 格 入 札 者 が 第 ６ 条 及 び 第 ６ 条 の ２ に 該 当 し な い 場

合 は 、 最 低 価 格 入 札 者 に 対 し 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 低 入 札

価 格 調 査 報 告 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 作 成 す る も の と す る 。  

（ １ ）  当 該 価 格 に よ り 入 札 し た 理 由  

（ ２ ）  仕 様 書 の 誤 解 又 は 積 算 落 ち の 有 無  

（ ３ ）  手 持 工 事 の 状 況  

（ ４ ）  契 約 対 象 工 事 個 所 と 入 札 者 の 事 務 所 、 倉 庫 等 と の 関 連  

（ ５ ）  手 持 資 材 の 状 況  

（ ６ ）  資 材 の 調 達 に 関 す る こ と  

（ ７ ）  労 務 者 の 供 給 見 通 し  

（ ８ ）  下 請 負 に 関 す る こ と  



（ ９ ）  過 去 に 施 工 し た 同 種 公 共 工 事 の 名 称 及 び 発 注 者 並 び に 成 績 状 況  

（ 10）  経 営 状 況 及 び 信 用 状 況  

（ 11）  そ の 他 必 要 な 事 項  

（ 落 札 の 決 定 等 ）  

第 ８ 条  契 約 担 当 者 は 、 前 条 の 低 入 札 価 格 調 査 報 告 書 に よ り 検 討 し た 結 果 、 当 該

入 札 価 格 の 積 算 内 容 に 合 理 的 根 拠 が あ り 、 契 約 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ る

と 認 め る と き は 、 最 低 価 格 入 札 者 を 落 札 者 と し て 決 定 す る も の と す る 。  

２  契 約 担 当 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 最 低 価 格 入 札 者 を 落

札 者 と せ ず 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 で 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入

札 し た 者（ 以 下「 次 順 位 者 」と い う 。）を 落 札 者 と 決 定 す る も の と す る 。こ の 場

合 に お い て 、 次 順 位 者 が 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 額 の 入 札 者 で あ る と き は 、 第

６ 条 以 降 と 同 様 の 手 続 き に よ る 。  

（ １ ）  第 ６ 条 の 規 定 に よ り 最 低 価 格 入 札 者 を 失 格 と 判 定 し た と き 。  

（ ２ ）  第 ７ 条 の 低 入 札 価 格 踏 査 報 告 書 に よ り 検 討 し た 結 果 、 当 該 入 札 価 格 で は

契 約 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ る と 認 め ら れ な い と き 。  

（ ３ ）  最 低 価 格 入 札 者 が 第 ７ 条 の 調 査 を 拒 否 し た 時 。  

（ 落 札 者 決 定 の 通 知 ）  

第 ９ 条  契 約 担 当 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 落 札 者 を 決 定 し た と き は 、 当 該

落 札 者 に 対 し て は 、契 約 に 関 す る こ と そ の 他 必 要 な 事 項 の 通 知 、そ の 他 の 入 札

者 に は 調 査 の 結 果 当 該 落 札 者 の 決 定 を 行 っ た 旨 の 通 知 を 行 う も の と す る 。  

２  契 約 担 当 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 落 札 者 を 決 定 し た 場 合 は 、 前 項 の 通

知 の ほ か 、最 低 価 格 入 札 者 に 対 し て 、落 札 者 と な ら な か っ た 理 由 そ の 他 必 要 な

事 項 の 通 知 を 行 う も の と す る 。  

（ 監 督 体 制 の 強 化 ）  

第 10 条  契 約 担 当 者 は 、 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 額 の 入 札 者 を 落 札 者 と し た 場

合 は 、所 属 長 に 対 し 、適 正 な 履 行 が 行 わ れ る よ う 監 督 体 制 の 強 化 を 促 す も の と

す る 。  

（ 委 任 ）  

第 11 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附 則 



こ の 要 綱 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


